
大
阪
弁
護
士
会
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
関
与
規
則
（
規
則
第
百
八
十
四
号
） 

 
（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
会
員
が
関
与
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
に
関
し
、
本
会
へ
の
届
出
、
会
員
の
遵
守
事
項
そ
の
他
会
員
の
当
該
事
業
へ
の
適
正
な

関
与
を
図
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業 

 

事
業
者
が
、
法
律
相
談
に
応
じ
る
弁
護
士
に
関
す
る
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
に
置
い
て
伝
達
し
、
か
つ
、
当
該
情
報
の
伝
達
を
受
け
た
法
律
相
談
を
希
望
す
る
者
（
以
下
「
相
談
希
望
者
」
と
い
う
。
）
が
、
電
子
メ
ー
ル
そ
の

他
の
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
し
、
当
該 

 
 

事
業
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
そ
の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
を
経
由
し
て
当
該
情
報
に
係
る
弁
護
士
と
相
互
に
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
役
務

を
提
供
す
る
事
業
を
い
う
。 

 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。 

 

（
弁
護
士
等
以
外
の
者
の
運
営
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
に
お
け
る
法
律
相
談
担
当
の
届
出
） 

第
三
条 

会
員
は
、
弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人
以
外
の
者
が
行
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
に
お
い
て
法
律
相
談
を
担
当
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
会
員
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
相
談
を
担
当
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
の
名
称
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
、
第
四
条
第
九
号
に
規
定
す
る
金
員
が
あ
る
と
き
は
そ
の
金
員
の
額
及
び
算
定
基
準
そ
の
他
会
長
が
定
め
る
事
項
を
本
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
に
お
い
て
、
会
員
が
相
談
を
担
当
す
る
こ

と
が
適
当
で
は
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
会
員
に
対
し
、
相
談
担
当
の
中
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   



（
法
律
相
談
担
当
契
約
の
準
則
） 

第
四
条 

会
員
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
に
お
け
る
法
律
相
談
を
担
当
す
る
に
際
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
と
の
間
に
お
い
て
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
定
め
た
法
律
相
談
担
当
に
関
す
る
契
約
（
以
下
「
法
律
相
談
担
当
契
約
」
と
い
う
。）
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
法
律
相
談
は
会
員
が
担
当
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
は
担
当
し
な
い
こ
と
。 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
が
、
相
談
希
望
者
に
対
す
る
弁
護
士
の
紹
介
又
は
相
談
希
望
者
に
よ
る
弁
護
士
の
選
定
に
関
与
し
な
い
こ
と
。 

三 

法
律
相
談
に
つ
い
て
は
、
担
当
す
る
会
員
が
相
談
者
に
対
し
責
任
を
負
う
こ
と
。 

四 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
が
、
法
律
相
談
を
担
当
す
る
弁
護
士
の
法
律
事
務
所
と
別
個
の
法
律
事
務
所
が
存
在
す
る
と
誤
信
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る

名
称
を
使
用
し
な
い
こ
と
。 

五 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
は
、
名
目
の
如
何
を
問
わ
ず
、
相
談
希
望
者
又
は
相
談
者
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
報
酬
を
受
領
し
な
い
こ
と
。 

六 

相
談
料
金
は
、
担
当
し
た
弁
護
士
又
は
当
該
弁
護
士
の
所
属
す
る
弁
護
士
法
人
に
、
相
談
者
か
ら
、
直
接
、
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

七 

弁
護
士
と
し
て
の
職
務
上
の
義
務
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

八 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
を
実
施
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
に
お
い
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
相

談
希
望
者
に
明
示
す
る
こ
と
。 

九 

名
目
の
如
何
を
問
わ
ず
、
会
員
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
金
員
の
有
無
並
び
に
当
該
支
払
わ
れ
る
金
員
が
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
額
及
び
算
定
基
準 

（
弁
護
士
法
等
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
等
と
の
契
約
の
禁
止
等
） 

第
五
条 

会
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
法
律
相
談
担
当
契
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一 

当
該
法
律
相
談
を
担
当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
五
号
）
そ
の
他
の
法
令
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
会
則
、
弁
護
士

職
務
基
本
規
程
（
日
本
弁
護
士
連
合
会
会
規
第
七
十
号
）
そ
の
他
の
会
規
若
し
く
は
規
則
又
は
本
会
の
会
則
、
会
規
若
し
く
は
規
則
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
と

き
。 

   



 

二 

当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
が
前
条
各
号
の
事
項
を
遵
守
せ
ず
、
又
は
遵
守
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

 
三 

当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
そ
の
他
の
者
と
の
間
で
、
弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人
の
職
務
に
関
す
る
報
酬
を
分
配
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
。 

２ 
会
員
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
者
に
対
し
、
広
告
の
対
価
以
外
の
金
員
を
支
払
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
広
告
の
対
価
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
へ
の
登
録
期
間
及
び
登
録
ス
ペ
ー
ス
な
ど
か
ら
客
観
的
か
つ
定
額
的
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
に
関
す
る
調
査
） 

第
六
条 

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
員
に
対
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
調
査
に
お
い
て
、
会
長
は
、
会
員
に
対
し
、
法
律
相
談
担
当
契
約
に
関
す
る
書
類
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
の
経
費
又
は
相
談
料
に
関
す
る
書
類
そ

の
他
の
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

会
員
は
、
第
一
項
の
調
査
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
違
反
行
為
の
排
除
等
） 

第
七
条 

会
長
は
、
こ
の
規
則
に
違
反
し
た
会
員
に
対
し
、
違
反
行
為
の
中
止
又
は
是
正
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
会
長
は
、
当
該
会
員
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き
は
、
理
由
を
付
し
た
書
面
に
よ
り
当
該
会
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
命
令
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
員
が
当
該
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
又
は
被
害
発
生
防
止
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
は
、
当

該
命
令
の
内
容
及
び
理
由
の
要
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
運
用
指
針
） 

第
八
条 

会
長
は
、
こ
の
規
則
の
解
釈
及
び
運
用
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

附 

則 
   



１ 

こ
の
規
則
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
承
認
が
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人
以
外
の
者
が
行
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
律
相
談
事
業
に
お
い
て
法
律
相
談
を
担
当
し
て
い
る
会
員
は
、
第

三
条
第
一
項
の
様
式
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
本
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

  


